
議案第１０２号 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の一部改正について 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を

改正する条例を別紙のように定めるものとする。 

 

令和元年１１月２９日提出 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、大口町職員の給与に関する条例の改正等に伴い、この条

例の一部を改正するため必要があるからである。 
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大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例 

 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元 

年大口町条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第１項中「（以下「基準額」という。）」を削る。 

 別表第１ １ 行政職報酬表（一）の表中「４号給から２５号給」を「１号給か

ら３１号給」に、「４号給から４５号給」を「１号給から５２号給」に、「１号給

から３９号給」を「１号給から４２号給」に改める。 

別表第１ ２ 行政職報酬表（二）の表中「２６号給から５９号給」を「１号給

から６７号給」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

- 2 -



 

大口町パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（報酬表） （報酬表） 

第３条 職員の報酬の基準となる金額は、別表

第１に掲げる報酬表によるものとする。 

第３条 職員の報酬の基準となる金額（以下

「基準額」という。）は、別表第１に掲げる

報酬表によるものとする。 

２ 略 ２ 略 

別表第１ 報酬表（第３条関係） 別表第１ 報酬表（第３条関係） 

１ 行政職報酬表（一） １ 行政職報酬表（一） 

職務の級 号給 報酬月額 

１級 １号給から

３１号給 

略 

２級 １号給から

５２号給 

略 

３級 １号給から

４２号給 

略 

 

職務の級 号給 報酬月額 

１級 ４号給から

２５号給 

略 

２級 ４号給から

４５号給 

略 

３級 １号給から

３９号給 

略 

 

備考 略 備考 略 

２ 行政職報酬表（二） ２ 行政職報酬表（二） 

職務の級 号給 報酬月額 

１級 １号給から

６７号給 

略 

 

職務の級 号給 報酬月額 

１級 ２６号給か

ら５９号給 

略 

 

備考 略 備考 略 
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改 正 要 旨 

 

１ 改正の概要 

  国は、新規に任用する方の報酬の基準を「類似する職務に従事する常勤職員の

属する職務の級の初号給（各級１号給）とすることが適当である。」とし、報酬

の上限については、「定型的、補助的な業務等に従事する事務補助員については、

一般行政職の常勤職員の大学新卒者の初任給基準額（１級２５号給）を目安とす

ることが考えられる。」と示しています。 

そのため、９月定例会にこの条例案を上程した折には、現在、本町が定めてい

る契約単価に該当する号給を初号給とし、上限については、国が示す号給を参考

に定めました。 

また、実際の運用の際には、専門性がある職種については実情を勘案できる裁

量が認められていたことから、規則において、職種毎に初号給を定める予定でし

た。 

しかしながら本町の場合、地域手当率が３％であることから、１級１号級では、

厚生労働省が定める愛知県の最低賃金を下回り、将来的には４号給であっても下

回る可能性が無いとは言えず、その折には、条例改正の必要が出てくることにな

ります。 

そこで条例においては、国が示す１号級からのスタートとし、規則において、

専門性がある職種の初号給等を定めると共に、最低賃金を下回らない号給からス

タートする旨を定めることとしました。 

さらに本町においては、国や県のように、専門的な職務等の給料表が無いこと

から一般行政職の給料表を適用することとしましたが、それらの職務については、

特殊性と人材確保の面から加算措置を講じて単価設定をしていることから、該当

する初号給は一般行政職の給料表の適用では高位からのスタートとなるため、結

果として、国が示す上限号給では経験加算可能な幅を確保することが難しい状況

でした。 
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その後、運用に向けて詳細の制度検討を行った折に、専門的な職種については

上限設定についても裁量の余地があることが判明したため、本町で加算措置して

いる職種については、やや複雑な職種構成にはなりますが、各々名称をつけるこ

とで国が示す事務補助員と区別することで、一般的な事務補助員と同様に経験加

算の幅を２４号級とすることとしました。 

そのため、９月定例会において議決を受けたこの条例ではありますが、初号給

及び上限号給について再設定させて頂く必要が出てまいりました。 

なお上限号給については、新規任用者の報酬で最も高い職種において、経験加

算できる幅が２４号級確保できるよう設定しています。 

 

２ 施行期日 

  令和２年４月１日から施行します。 
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